


 回答：会計年度任用職員については，１年以内の任期を定めて任用するものであ

り，継続雇用を保障することはできない。

３ 看護休暇を正規職員と同日数，有給で保障すること。

４ 療養休暇を正規職員と同日数有給で認めること。

５ 長期療養休暇復職後の勤務緩和措置を正規職員と同様に保障すること。（新規）

６ すべての休暇を，正規職員と同様に保障すること。

  回答：現行どおりとする。なお，休暇制度については，臨時的任用職員と非常勤

嘱託職員で異なる部分があったが，令和２年４月の会計年度任用職員制度へ

の移行に当たっては，原則，これまでの非常勤嘱託職員の休暇制度を適用す

ることとし，改善を図ったところである。

７ 労使関係に関する事

① 団体交渉は誠実に行い，雇用不安，労働条件の改善等，実態に真摯に耳を傾け

労使合意に至るまで努力すること。

② 労働条件に関する一切の諸事項については，すべて労働組合と協議，労使合意

のうえ実施すること。

  回答：今後も労働条件に関わる課題については，誠意を持って労使協議を行う。

以 上


